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研究成果の概要（和文）：医療ネグレクトに関して、その本質を小児患者-親権者-医療者間で発

現する「関係障害」ととらえたうえで、これに起因する無価値的結果を未然に回避して小児患

者の権利擁護に資するため、裁判所による事案への事後的介入の限界を克服するものとして、

病院倫理委員会などの自主的組織のもとで関係者が問題解決のために法規範を自律的に適用し

ていくことを可能にする医事法的システムのあり方について、ソーシャルワークの視点を踏ま

えつつ研究した。 

 
研究成果の概要（英文）：We conducted a research concerning the medical neglect of child 
patients, cases of which we proposed to be regarded in essence as resulting from the 
dysfunction of interpersonal relationships between children, parents and medical 
profession. The research has demonstrated, based on the insights from social work, how 
the medical law system should be constructed so as to enable voluntary organizations such 
as hospital ethics committees, which are expected to overcome the limits of judicial 
ex-post interventions, to allow the persons involved to apply laws autonomously for the 
purpose of avoiding undesirable results caused by some dysfunction of the sort in question 
and thus contributing to advocacy of child patients' rights. 
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１．研究開始当初の背景 
 近年、小児患者を対象とする医療現場は、

治療方針をめぐる親権者との意見の対立な
どに起因する医療ネグレクトの問題に少な
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からず直面している。日本では、アメリカな
どとは異なり、裁判所が医療ネグレクトそれ
自体に事前的に介入して親権者に代わり治
療に同意する制度などは存在しない。医療を
めぐるプロフェッションや倫理の自律性の
尊重などの観点からは、必ずしも積極的な事
前の司法的介入のみが適切な問題解決の方
法であるとは限らないが、医療ネグレクトに
対する裁判所の介入が事後的なもののみと
なると、例えば医師が自らの判断と責任にお
いて小児患者の救命に不可欠な生命維持治
療をその親権者の拒絶意思に反して実施し
ようとする場合、治療行為の適法要件に関す
る同意原則に照らせば、当該生命維持治療が
専断的治療行為として裁判所により事後的
に民事・刑事上違法とされかねず、法的にき
わめて不安定な状態におかれる。その一方で、
医療ネグレクトの状態が放置されて小児患
者が死亡し、関係者が事後的に刑事処罰を受
けたとしても、該児の権利擁護には結びつか
ない。 
 
２．研究の目的 

以上の点を踏まえて、本研究は、医療ネグ
レクトに関して、小児患者の権利擁護という
医事法独自の観点から予防法学的な対応を
探ることを目的とした。すなわち、裁判所に
よる問題への事後的介入の限界を克服する
ものとして、病院倫理委員会などの自主的組
織のもとで関係者が問題解決のために法規
範を自律的に適用し、医療ネグレクトの状態
を解消しうるようにするために、必要な医事
法的システムの構築を試みることとした。か
つ、医療ネグレクトは、治療方針をめぐる医
療者と親権者との意見の相違・対立に起因す
るものであることから、両者の対立を回避・
解消しその関係を調整・修復するための社会
福祉実践であるソーシャルワークの視点を
研究に導入し、医事法的視点との融合を図る
こととした。 
 
３．研究の方法 

①総合周産期母子医療センター等の小児
医療機関を実地調査し、病院倫理委員会がど
のような体制で医療ネグレクトに対応して
いるかについて、特に医プロフェッションの
自律性を確立するための医療体制や、医プロ
フェッションと患者側との関係を調整・構築
するための方法や体制、医プロフェッション
と医療ソーシャルワーカーや弁護士などの
他職種との協働体制等に着目しつつ解明す
る。 

②上記の実地調査及び文献研究の成果を
踏まえて、医療ネグレクトへの法的アプロー
チとして、裁判法学を中心に据え事後的問題
解決を指向する医事法学の伝統的枠組みか
ら脱却し、小児患者の「最善の利益」を保全

しうるだけの権利擁護システムの確立に主
眼を置き、予防法学の観点を導入しつつ柔軟
な問題解決が可能となるような法システム
を模索する。 
 
４．研究成果 
①従来の医事法学は、医事紛争の事後的処

理のための「事後的行為規制法」の原理解明
を重視してきた。これに対して、本研究は、
小児患者の権利擁護の観点から、医療ネグレ
クトについて、その本質を患者-親権者-医療
者間で発現する「関係障害」ととらえたうえ
で、関係障害及びこれに起因する無価値的結
果を未然に回避するための「事前的関係調整
法」の原理を定立する必要性を明らかにした。 
②特に「事後的行為規制法」の典型である

刑法については、その補充性を堅持して自ら
を「機能させないこと」により「関係調整機
能」を生み出しうる前提として、違法の本質
を「関係障害」がもたらす結果の無価値であ
るとの見解に立つこととした。そもそも、個
人の権利擁護や生存権保障において、国家的
介入は、個人の生存基盤としての社会的な連
帯関係に作用しこれを強化する場合（社会保
障法・社会福祉関係法制度のなかにその例が
見出される）にもっとも有効に機能するので
あって、こうした連帯関係を離れた「むき出
し」の個人に作用するものとしての国家刑罰
権力の発動は、「関係障害」により連帯関係
の「破れ」が修復不能となり、これから無価
値的結果が帰結したときにはじめてなされ
る最終手段であり、刑法の補充性も、そうし
た点から根拠づけられるべきものと考える
に至った。 
③病院倫理委員会が単に裁断的に事案の

黒白を決する疑似司法的組織にとどまらず、
小児患者-親権者-医療者等の「関係障害」を
緩和・解消し患者の権利擁護を担うためにソ
ーシャルワーク機能を具備する必要がある
との観点から実地調査を行った。その結果、
以下のような医療現場の課題を明らかにし
た。これらの課題への対応については、引き
続き考究を深める必要がある。 
1)「関係障害」を緩和・解消させるための

権利擁護活動については、①もっぱら医療ソ
ーシャルワーカーに委ねる医療機関と②病
院倫理委員会が関与する医療機関とがあり、
前者が主流となっている。 
2)上記②の医療機関においても、病院倫理

委員会の構成員として医師が中心的存在と
なり、かつ病院長等の管理者の発言力が大き
い場合には、権利擁護活動よりも病院経営の
視点からのリスクマネジメントが優先され
ることが懸念される。 
3) 「厳しい労働環境におかれている医療

者が権利擁護システムを運用していくこと
は困難」との声が医療現場にある。 
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